
令和６年第１回　広島市議会定例会提出案件

（令和５年度関係分）

１　予　算　案

（１） 令和５年度広島市一般会計補正予算（第６号）

（２） 令和５年度広島市公債管理特別会計補正予算（第１号）

（３） 令和５年度広島市西風新都特別会計補正予算（第１号）

（４） 令和５年度広島市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

（５） 令和５年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

（６） 令和５年度広島市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）

（７） 令和５年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計補正予算（第２号）

（８） 令和５年度広島市下水道事業会計補正予算（第２号）

２　条　例　案

（１） 広島市サッカースタジアム建設 広島サッカースタジアムの供用開始に伴う

基金条例の一部改正について もの

（都市整備局）

　１　題名の変更

広島市サッカースタジアム

建設基金条例

広島サッカースタジアム基

金条例

　２　命名権収入を積み立てること及び基

　　　金を修繕等のための資金に充てるこ

　　　とができるようにするもの

８件 ５件 ８件 １件 ２２件 ３件

現　行
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報告予算案 条例案
その他の
議　　案
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　３　基金を処分することができる事由の

　　　うち、広島サッカースタジアムを建

　　　設するための資金に充てることを廃

　　　止するもの

施行期日　公布の日。ただし、３の改正に

　　　　　ついては、令和６年６月１日

（２） 広島市証明等手数料条例の一部 地方公共団体の手数料の標準に関する政令

改正について（企画総務局） の改正に伴うもの

　戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等

　の手数料を定める。

（例）１件につき　４００円

施行期日　令和６年３月１日

（３） 広島市と広島県信用保証協会と 一定の場合に、広島県信用保証協会から回

の損失補償契約に基づく回収納 収納付金を受け取る権利を放棄できること

付金を受け取る権利の放棄に関 とするもの

する条例の制定について

（経済観光局） （例）広島県信用保証協会による求償権の

　　　放棄等が、産業競争力強化法に基づ

　　　く中小企業再生支援を受けて策定さ

　　　れた計画に基づくものであり、かつ、

　　　市長が、中小企業者等の円滑な事業

　　　の再生の促進又は債務の整理により、

　　　地域経済の振興に資すると認めると

　　　き。

　施行期日　公布の日
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（４） 広島圏都市計画（広島平和記念 １　新たに建築制限対象地区及び建築制限

都市建設計画）地区計画の区域 　　内容（用途、敷地面積等）を定めるも

内における建築物の制限に関す 　  の

る条例の一部改正について

（都市整備局） 　（新たな建築制限対象地区）

　　西風新都石内湯戸
ゆ ど

地区

２　地区計画の変更にあわせて、建築物の

 用途の制限を改めるもの

　　

　（変更する建築制限対象地区）

  　瀬野四丁目地区

施行期日　公布の日

３　建築基準法の改正に準じ、住宅及び

　　老人ホーム等の容積率の算定に当た

　　り、給湯設備の機械室その他これに

　　類する建築物の部分で市長が認定す

　　るものを延べ面積に算入しないこと

　　とする特例等を定めるとともに、当

　　該特例の認定の申請に対する審査に

　　係る手数料等を定める。

（例）１件につき２万７，０００円

　

施行期日　令和６年４月１日
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（５） 広島市公園条例及び広島市附属 １　広島市公園条例の一部改正

機関設置条例の一部改正につい

て（経済観光局ほか） （主な改正内容）

　⑴　平和大通り公園において平和大通り

　　　公園交流区域を定めるとともに、同

　　　区域に係る指定管理者が行う業務の

　 　　　範囲を定める。

　⑵　平和大通り公園交流区域を許可を受

　　　けて利用する場合について利用料金

　　　制度を導入し、その上限額を設定す

　　　る。

　　施行期日　公布の日から起算して３年

　　　　　　　２か月を超えない範囲内に

　　　　　　　おいて規則で定める日

２　広島市附属機関設置条例の一部改正

　　平和大通り公園交流区域に係る指定管

　　理者の選定に関する事項を広島市公共

　　施設整備等事業者選定審議会において

　　審議させることに伴い、所要の改正を

　　行うもの

　施行期日　公布の日

－4－



３　その他の議案

（１） 権利の放棄について（市民局） 住宅新築資金等貸付金のうち、借受人が

破産法による免責の決定を受け、その回

収の見込みがないと認められるものにつ

いて、債権の放棄を行うもの

　権利の放棄の内容

（２） 市道の路線の廃止について 安佐北４区５０７号線

（道路交通局）

（３） 市道の路線の認定について 東３区２８５号線など１２路線

（道路交通局）

住宅新築資金等貸付金 2 1,087万2,669円

債権の名称 件数 金額
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（４） 財産の取得について（市民局） 中央図書館及び映像文化ライブラリーを移

転し、及び郷土資料館サテライト（仮称）

を整備するため、次のとおり土地及び建物

の一部を取得するもの

１　土地

　所 在 地　南区松原町

　面 積 等　延べ７，０８６．００平方メ

　　　　　　ートルのうちの共有持分１億

　　　　　　分の１，７７８万６，３８５

　買入価格　３億１，５０３万１，３７４円

　買 入 先　広島駅南口開発株式会社

２　建物

　所 在 地　南区松原町

　取得部分　地下２階、１階、３階、９階

　　　　　　及び１０階の各一部並びに１

　　　　　　１階部分

　買 入 先　広島駅南口開発株式会社ほか

　　　　　　４人

　買入価格　６５億９，４９９万９，０７５円
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（５） 変更契約の締結について こども療育センター及び児童相談所等改築

（こども未来局） 工事

　（主な変更内容）

　　請負金額の変更

 63億6,593万3,440円

 65億9,282万8,240円

　　変更理由

　　　賃金水準等の変動等による。

（６） 変更契約の締結について こども療育センター及び児童相談所等改築

（こども未来局） 空気調和設備工事

　請負金額の変更

変更前  10億3,511万9,380円

変更後  10億9,852万4,480円

　変更理由

　　賃金水準等の変動による。

変更前

変更後
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（７） 変更契約の締結について 西風新都環状線善當寺
ぜ ん と う じ

工区第二橋りょう

（都市整備局） （仮称）下部工事（その１）

　請負金額の変更

変更前  6億6,750万6,400円

変更後  7億4,976万8,800円

　変更理由

　　賃金水準等の変動等による。

（８） 変更契約の締結について 府中祇園線道路改良工事（その２）

（道路交通局）

　工事場所　東区の中山東一丁目、中山西

　　　　　　二丁目、中山南一丁目及び中

　　　　　　山南二丁目

　工事概要　西日本旅客鉄道芸備線と交差

　　　　　　する地下道路延長１７１．５

　　　　　　メートルの建設工事

　請 負 人　広成建設株式会社

　工　　期　令和４年７月１９日から令和

　　　　　　６年３月２２日まで

　請負金額の変更

変更前  4億9,067万  400円

変更後  5億3,603万1,100円

　変更理由

　　賃金水準等の変動等による。
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４　専決処分承認案

（１） 令和５年度広島市一般会計補正 価格高騰重点支援給付金の支給によるもの

予算（第５号）（令和６年１月

１２日専決処分）（健康福祉局） 　補正額　２５億１，６００万円

５　報告

（１） 専決処分の報告について 道路の管理瑕疵
か し

等に係る損害賠償額の決定

（道路交通局ほか）

　道路の管理瑕疵
か し

　　１２件　　　　　６４万６，３０７円

　交通事故

　　　８件　　　　１４４万１，６１１円

　その他

　　　３件　　　　　４８万　　８６５円
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（２） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（都市整備局ほか）

　 　１　西風新都環状線梶毛南工区道路新設

　　　工事（その１）

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　補強土壁工の変更による。

　　　

　２　似島臨海少年自然の家新生活棟（仮

　　　称）等新築その他工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　賃金水準等の変動等による。

変更前 令和 6年 3月24日

変更後 令和 6年 3月31日

変更前 12億9,859万6,200円

変更後 13億  772万  700円

－10－



　３　こども療育センター及び児童相談所

　　　等改築電気設備工事

　　請負金額の変更

　8億5,616万7,840円

　8億8,158万5,400円

　　変更理由

　　　賃金水準等の変動等による。

　４　こども療育センター及び児童相談所

　　　等改築衛生設備工事（第２期・第３

　　　期）

　　請負金額の変更

　6億2,897万2,300円

　6億3,783万8,300円

　　変更理由

　　　物価水準の変動による。

変更前

変更後

変更後

変更前
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　５　広島特別支援学校校舎増築その他工

　　　事

　　請負金額の変更

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去の追加等による。

　６　広島特別支援学校校舎増築その他電

　　　気設備工事

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　関連工事における工期の終期の変更

　　　による。

（３） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者との即

（都市整備局） 決和解

　５件

変更後 令和 6年 3月31日

変更前 令和 6年 3月15日

変更後 令和 6年 3月31日

変更前 令和 6年 3月15日

変更前 　44億4,195万2,900円

変更後 　44億8,195万5,500円
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